
入札契約制度の改正について

・人的関係又は資本的関係がある事業者の同一入札への参加制限について



人的関係又は資本的関係がある事業者の同一入札への参加制限について

代表者が同一の法人及び個人事業主と当該個人が代表者である法人については、事実上同一人
が入札価格を決定していることになるとして、同一入札への参加を制限している。

【参考】
枚方市契約規則
（入札の無効）

第33条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
⑸ 同一入札において入札者又はその代理人が２以上の入札を行った場合その全部の入札

（１）現状

・本市における取扱い



国土交通省では、入札参加者間に入札の適正さが阻害されると認められる資本関係又は人的関係
がある場合、公正な入札の執行の観点から、建設工事の発注において、次のとおり、同一入札への
参加に、一定の制限を加えている。

⑴ 資本関係 次のいずれかに該当する場合
① 子会社等と親会社等の関係にある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

⑵ 人的関係 次のいずれかに該当する場合
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

人的関係又は資本的関係がある事業者の同一入札への参加制限について
（１）現状

・国土交通省における取扱い



人的関係又は資本的関係がある事業者の同一入札への参加制限について
（１）現状

大阪市では、国土交通省の例によるほか、次のとおり、同一入札への参加に、一定の制限を加え
ている。
① 一方の会社等の代表者と、他方の会社等の代表者が夫婦、親子の関係である場合
② 一方の会社等の代表者と、他方の会社等の代表者が血族の兄弟姉妹の関係である場合で、か
つ、本店又は受任者を設けている場合の支店（営業所を含む）の所在地が、同一場所である場
合

③ 一方の会社等の電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が、他方の会社等と同一で
ある場合

大阪府内の中核市及び北河内各市の現状は、次のとおり。
・制限なし 守口市、門真市（指名基準としてはあり。）、寝屋川市、大東市、四條畷市、交野市

豊中市、高槻市（指名基準としてはあり。）
・制限あり 吹田市 国土交通省と同様

八尾市 代表者が兼ねている場合（本市と同様）
東大阪市 国土交通省と同様

※堺市は、国土交通省と同様

・他市の状況



⑴ 国土交通省における人的制限は、意思決定権者に着目しており、同一人が入札価格を決定して
いるのと同視できる場合を制限しているとみられる。

⑵ 国土交通省における資本的制限は、一方が他方を支配するといった影響力を有していることに
着目しており、それぞれの意思決定権者は異なるものの、入札価格の決定において、他方の意思
が影響する場合を制限しているとみられる。

⑴ 本市の現状は、上記⑴の一部を制限しているものであり、国の通知と比較して、制限
の範囲として狭すぎるのではないか。

⑵ 一方が他方に対する影響力を有していることに着目すれば、資本的関係にとどまらず、
人的関係についても当てはまる範囲があるのではないか。

⑶ 大阪市の例にある、事実上一体とみなされる事業者についても、制限が必要な範囲が
あるのではないか。

人的関係又は資本的関係がある事業者の同一入札への参加制限について
（２）課題



次のいずれかに該当する場合は、同一入札及び同一見積合せに参加できないこととする。

⑴ 資本的関係
① 子会社等と親会社等の関係にある場合
② 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

⑵ 人的関係
① 一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
② 一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合

⑶ 事実上一体とみなす関係（両者の間で意思が通じるとみなされるもの）
① 一方の会社等の代表者と他方の会社等の代表者が、同居している場合
② 一方の会社等と他方の会社等の本店又は受任者を設けている場合の支店（営業所を含む）
の所在地が、同一場所である場合

③ 一方の会社等と他方の会社等の電話、ファクシミリ、メールアドレス等の連絡先が、同一
である場合

人的関係又は資本的関係がある事業者の同一入札への参加制限について
（３）見直し案
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